
2026年１月13日 

 

受益者の皆さまへ 

 

あおぞら投信株式会社 

 

 

「あおぞら・新グローバル分散ファンド（限定追加型）2022-10（愛称：ぜんぞう2210）」 

信託終了（繰上償還）予定に関する書面決議結果のお知らせ 

 

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。 

 

さて、追加型証券投資信託「あおぞら・新グローバル分散ファンド（限定追加型）2022-10（愛称：

ぜんぞう2210）」につきまして、2025年11月28日現在の受益者の皆さまを対象に信託終了（繰上償還）

にかかる書面決議を行いました。 

その結果、議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上の賛成を得られましたの

で、当初の予定どおり2026年２月６日をもって信託を終了（繰上償還）することといたしました。 

 

 ご換金のお申込みの最終受付日は2026年２月４日となります。実際のお取扱いは販売会社によ

って異なる場合がありますので、詳しくはお取引先販売会社にご確認ください。 

 償還価額は2026年２月６日の基準価額となります。 

 償還金は信託終了日（2026年２月６日）の翌営業日以降、販売会社を通じて受益者の皆さまにお

支払いいたします。支払い日については、販売会社により異なりますので、お取引先販売会社に

お問い合わせください。 

 

今後、償還に向けて投資している組入れファンドの売却を進める予定ですが、引き続き基準価額は

変動いたしますので、ご留意くださいますようお願い申し上げます。 

 

これまで受益者の皆さまにご愛顧いただきましたことを深く感謝いたしますとともに、引き続き弊

社投資信託に対する一層のお引き立てを賜りますよう、お願い申し上げます。 

 

敬具 

 


